
第12分科会

高齢社劃二おはる住環境

薄井有三（建設労働者協同組合）

分科会開催の趣旨と感想

　日本の急速な高齢化は、さまざまな課題を

抱えたまま進行している。2000年4月に施行さ

れた「公的介護保険」制度は、福祉を措置か

ら保険へ、個人から社会が支える仕組みへと

転換した。80年代に「在宅ケア」が提唱され

てきたが、その中で「住環境」という視点を

持つことがなく論じられてきた感がある。し

かし、在宅を目指す上で「住環境」は欠かす

ことのできない課題であり、住宅内事故の増

加を見ても明らかである。自治体でも「住宅

改造費助成制度」が80年の終わりに設けられ

たが、介護保険制度では20万を上限とする住

宅改修費用が保険として設けられた。また、

99年5月から始まった東京商工会議所の「福祉

住環境コーデイネーター」検定では、受験者

が10万人を超えたという。このような社会背

景の中で、単に住まいだけの問題ではなく、

住環境をとりまく広い意味での「まちづくり」

という視点も織り交ぜ、問題提起と今後の課

題とを議論する場として開催した。この分科

会は協同集会では初めてであり、進め方も不

十分さがあったが、会場からの発言も活発で、

全体的には、①居住福祉ということの必要性

②市民運動としてのまちづくり。③専門知識

を含めた教育。④国、自治体としての住環境

における政策。これらが今後の課題として提

起された。今後の福祉杜会を創造していく上

では重要な課題であり、引き続きさまざまな

場での実践と交流の必要を実感した。

分科会の報告

溝口干恵子さん

　高齢者の施設設計に関わっていたが、補助

金事業でお金の使い道の間違った施設があっ

ちこっちに建っていた。玄関はホテルのよう

に立派だが、入居者はベットーつにダンボー

ル箱2つしか持ち込めない生活を強いられてい

た。そこが高齢者にとっては終の棲家になる

ことを考えたとき、憤りを感じ、勉強会をし

ながら住宅改修へと進んだ。その当時は介護

ショップが介護用品を販売するついでに行な

っていたが、自分たちで設計・施工をする必

要性を感じた。主に東京都の住宅改造費助成

事業をメインに3600程の事例を手がけてきた。

2000年4月からは介護保険に移行して大きな変
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高蛉杜会1；仙帖住棟晩

1パネリスト

　溝口干恵子（株式会社高齢者住環境研究所）

　松平弘久（町田すまいの会）

　松村優（福祉医療建築の連携による住環境改善研究会）

　渡辺光子（青山環境デザイン研究所）

　梶原正樹（医業経営コンサルタント）

　コメンテーター

　吉竹弘行（シルバー振興会／生活・福祉環境づくり21）

　コーディネーター

　薄井有三（建設労協）

化があった。

①相談業務、住宅改修の二一ズを拾い上げて

くる立場の人が、以前は自治体の担当者であ

ったが、介護保険下ではケアマネージャーに

なり、大幅に仕事が減った。

②業者の問題として、住宅改修＝建築業者と

いう考え方に移行し、高齢者にとって「いい

改造」が行なわれなくなった。高齢者が望ん

でいる改修と違う目的をもった改修の提案が

なされたりしている。例として和式トイレの

改修で、最初大手のメーカーに見積もりを取

ったら78万円の見積もりが出さオし、そこまで

お金が出せないので別の業者から見積もって

もらったら、48万円の見積もりだった。3件目

に自分のところにきて28万円で見積もった。

グレードアップをした改修を求めているので

はなく、自立した生活を求めていることを業

者は理解していない。

③施主の変化として、今までの助成制度では

所得制限はあるものの総合的に全部の部屋を

改修すると150万近くの助成金があったが、介

護保険では20万円という枠と同時に1割自己負

担になり、少しでも負担を軽くしたいという

要望が多くなった。浴槽の取り替えなどは東

京都の場合補助金制度で行なっているが、こ

れも1割負担のため少なくなっている。同時に、

安全・自立のための改修が20万円でどこまで

できるか疑問を感じている。

④医療・福祉関係者との連携が人事だと言わ

れてきたが、介護保険前は連携がうまくいき

つつあったが、今はそのようなことがどこか

らも出てこない。

　上記以外にも、介護保険の住宅改修での自

治体の判断がまちまちであったりする。介護

保険のキーマンであるケアマネージャーの教

育が必要。業者を選ぶ目を持つことが必要。

大手だからといって安心ではなく、手抜きを

される。きめ細かな対応と、実績が求められ

てくる。新築しても車いすで生活できない家

を作ったりしても対応してくれないなどの話

が出てきている。効果的な住宅改修は大変難

しい問題だということを、作り手・居住者が

認識する必要がある。

松平弘久さん

　7～8年前に、町田市の「高齢杜会保健福祉

総合計画」に、大宇根さん（町田すまいの会

代表）が住環境に関する検討委員会に参加し、
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これからは在宅での高齢者ケアが大事になる、

ということを計画の中でも言圓われた。しかし、

結果として実行されなかった。市民自身が援

助していかないと実現しないだろう、という

ことで「町田すまいの会」を発足した。

　最初に行政との協力を始めたのは、94年に

住宅改造助成制度の改修事業に関わったこと

だ。今までの改修は、家族が工務店に依頼を

して業者が施工して終わり、という状態。結

果として適切な改造でなかったり、後で不具

合があったり、ということがあり、アドバイ

ザー制度が必要だということで、建築の設計、

0T・PT、医療関係、福祉関係、ケースワーカ

ーなどでチームを作り、改造の計画を立て、

その計画に基づいて施工者に施工してもらう

仕組みを作った。それが1995年で、町田市か

ら委託という形で行なっている。窓口として

は、市全体を10区に分け、在宅介護支援セン

ター及びデイケアーセンターが主な窓口とな

り、建築関係のアドバイザーと0T・PTが一緒

に現場へ調査に行き、家族や家屋の状況を調

べて改善案を作成し、市の登録業者が施工す

る、という流れで行なってきた。

　98年度には、町田市における住宅改修事業

の実態調査を行なった。比較的資料が揃って

いたので、資料分析とアンケート調査を行な

った。70％位の回答があり、本人、あるいは

介護者が楽になった、という結果が出た。介

護保険になったら住宅改修が無くなるのでは、

ということも危倶したのでこの結果を東京都

へ持っていき、住宅改修の担当者との話し合

いの中で、検討委員会に加わってほしいとい

う要請を受け、検討をしてきた。その中で、

幾つかのポイントが出てきた。

①介護保険の対象にならない人、比較的軽度

の人に対する住宅改修は、比較的金額も低く、

効果が大きい。予防給付で行なう形が必要。

②統計的に水周り関係が多く、トイレ・浴室

がそれぞれ30％、玄関が30％という内容にな

っており、浴室・トイレは別々に給付という

形で残してほしい。

③専門家の関与が必要。町田で行なっている

ようなアドバイザー制度を取り入れることと、

人材の養成が必要。

　建築の設計者が住宅改修に携わることの意

味は、バリアフリーと騒がれていても、新し

く建てられる住宅にあまりにも問題が多い。

バリアのある住宅を作っては住宅改修、とい

うイタチごっこではなく、多くの人が住宅改

修に関わることにより、住環境のどこが問題

なのか学習し、住環境をよくしていくことが

必要。介護保険の見直しにしても、実態調査

をしっかりしておき、住宅改修に対して発言

していく必要がある。

松村優さん

　10年ほど前に大学の研究者の中で住居改善

の取組みの実態がどうなっているのか、とい

う研究課題があり、今までバラバラであった

建築関係者、医療関係者に声をかけ研究会的

な集まりが始まった。その後、横断的な形で

ものを考えることが大事ではないか、という

ことで「福祉・医療・建築の住居改善におけ

る連携を進める会」を立ち上げた。

その後、患者が退院するので家をどうにかし

たい、という具体的な相談が医療関係者から

出始めた。具体的に「住宅」という物を改善

して、実際使ってみてどうなのか、生活の改

善ができたのか、という検証をする課題が出
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始め、先頭をきる建築の集団として「快居の

会」を作った。

　本人の身体の状況や家屋の状態を調査し、

シュミレーションを行なう。福祉用具に関し

ても操作が本当にできるのか、介護をする人

が使えるのか、なども考慮し、図面を書く。

その図面を元に妥当な所に見積もりを出して

もらい、施工するが、設計者として監理を行

ない、施工後も実際に使えるかどうかをフォ

ローアップする、という一連の流れで仕事を

進めていく。設計監理費として工事費の10％

を頂いているが、大阪市は50万円までの助成

というケースが多いので、5万円が設計監理費

になるが、到底辻棲が合わない。今のところ

複数の設計者のチームとして行なっているの

で、たまに1千万円位の増築の仕事と合わせて

あれば、そこで100万円位の設計料が出るので、

その一部を会費としてストックし、そのスト

ック分をしんどい部分に補充していく、とい

うことで何とかしのいでいる。

　「福・医・建」のNPOは、研修企画や出版活

動を中心に行なっている。NPOができたから

相談が増えたかというと、介護保険の問題や

社会的状況もあるだろうが、以前より少なく

なっている。住居改善が生活の中で大切なん

だ、ということを広く知ってもらうことに力

を入れる必要がある。その掘り起こしを行な

う上では、幅広い団体との連携も必要。

　実際の仕事は「気配り」「気遣い」的なこと。

こうあったらもうちょっと楽に生活できるの

に、こうあったら心地よいのに、ということ

に技術が役立つという部分で関わる。そのか

かわりを地域とか身近な所で積み上げていく

中で広がりもでてくる。色々な人びととの協

同が課題としてある。

渡辺光子さん

　12年位前から高齢杜会と住環境というテー

マで活動をしてきた。その当時はバリアフリ

ーといっても建築家でも知らない人が多い時

代だった。今まで人生50年と言われていた時

代から80年になり、どうしても高齢になれば

身体機能が低下し、場合によっては障害を持

つようになる。住宅内での事故も多く、死亡

率も交通事故で亡くなる高齢者より多い。ち

ょっとした段差で転倒して大腿骨を骨折し、

そのまま長期入院するケースも多い。厚生省

の政策として介護保険に住宅改修を入れたの

は、それらを未然に防ぎたい、という予防的

なことも政策としてある。

　福祉住環境コーディネーターは、東京商工

会議所の女性経営者の役員をしている関係も

あり、10年位社会人教育をする上で、福祉関

係、介護関係、建築関係、福祉用具の専門の

先生方と試行錯誤をしながら、この内容を何

とか検定にできないか、ということで検定セ

ンターに持ち込み、東商には杜会福祉に寄与

するというテーマがある中、1年少し検討され

て採り入れられた。これは、保健・医療・福

祉・建築・福祉用具という、非常に幅広い内

容になっている。今の日本の教育の縦割り制

度だと、建築のことや住宅のことを知りたい

と思っても、専門学校とか人学に行かなけれ

ば勉強できない、という状況があるので、横

断的な内容になっているのが一つの特徴。受

験層は、建築に関わるインテリアコーディネ

ーターや建築士も含め30％位で、福祉・医療

関係が次に多い。これは介護保険の仕事上の
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ことこもある。年齢層で言うと、1o代から80

代まで受けており、主婦の人もいれば高齢者

もいる。定年後は地域でボランティア活動を

する上で受ける、という人もいる。よく「こ

れを取ってどういうところに就職できるか」

という問い合わせもあるが、今の仕事や資格

に重ね合わせて活用することによって職域を

広げることができると考えている。

　介護保険の問題では、厚生省でも「どうし

ていったらいいか」と、現場をまだまだ知ら

ない、実態が分からない状況だ。今後1，000事

例、2，O00事例を集めて、「20万円ではここま

でしかできない」というデーターを、東商や

生活・福祉環境づくり21が提案していくこと

も必要になってくる。

　福祉という考え方は「施し」というような

後ろ向きのイメージだったが、むしろ命の繁

栄であるとか、誰もが幸せになる、という意

味合いの中で「住まい」を考える。住宅とい

うのは生活の基盤であり、あえて「住環境」

という名称を付けたのは、住まいだけの問題

ではなく、周辺のバリアの問題、地域に出て

行くことが出来、自立した生活ができる条件

を整備する意味がある。団塊の世代が高齢に

なってくるとライフスタイルも変わってくる

が、住環境整備が追いついていないという課

題も大きい。

梶原正樹さん

　国際障害者年の折りに、障害者のための標

準設計とか、建設省の専門委員も2年間やり、

バリアフリーということを前提にものを切り

替えてほしい、という報告書を作ったが活用

されていない。バリアフリーの対象者の問題

で1メーター20センチ以下の子供もハンディキ

ャップであり、住環境での被害者でもある。

狭い住宅であるがために転んでしまうとか、

転倒して柱や角の出隅が鋭いために怪我をし

たとか、既存の住宅に全部該当する。例えば

浴室や便所などの一番危険なところに暖房が

入っていない。血圧の高い人が冬場風呂に入

るとき、寒い脱衣場で一時的に血圧がぐっと

上がる。洗い場に入って浴槽に入ると血圧が

ぐっと下がる。それが少なくとも1O回は繰返

される。その結果ひっくり返って打ち所が悪

くそのまま逝ってしまう、あるいは脳梗塞で

寝たきりにつながる。こういった知識を保健

婦は知っているが、建築では教えていない。

　年間交通事故で1万人死んでいるが、住宅も

凶器であり、年間65歳以上の人が5千人（94年）

死んでいる。既存ストックが改善されない限

りこれからもっと増えていく。更に悲惨なの

は、大体30歳から40歳で住宅を取得し、ロー

ンを払い終えたころが大体65歳。それまでの

間に不幸にして障害者になる人もあるが、

徐々に徐々にそれらが起きてくるという認識

がない。

　日本の高齢化率は世界の3倍のスピードで進

むが、あらゆることが何も準備されていない。

高齢化が長く徐々に進んできた先進国は何を

やってきたか。一番の問題は「住宅は人権」

であるということ。「居住福祉」を行なってき

た。住まいに対しての闘いの歴史がある。日

本の住宅行政は福祉は除外し、福祉行政は住

宅を除外してきた。アメリカのADA（アメリ

カ人障害者法）という法律の下にADAG（ア

クセス・ガイドライン）があり、引き戸、開

き戸でバネ測りを使った引っ張り値が1．3キロ
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以下というように決められている。レバーハ

ンドルの高さを1メートル以下にしなさい、と

いうようなことが書かれている。日本の福祉

条例などには一切そのようなことが書かれて

いない。そのADAGの他に、「公正住宅改修法」

というのがある。住宅最低基準、高齢者・小

さい子供も含めて、住宅をこうしなさいとい

う国として決めたものがある。日本のように

地方自治体が介護保険で、玄関先までがどう

か、というような議論にはならない。基本的

に国の基準を決め、法律を作る必要がある。

同時に、科学的な論拠を明確にした教育をど

のように広めるか、ということを考えること

が必要になる。65歳以上の人が2010年にはも

っと増える。もう時間がない、ということを

認識する必要がある。

吉竹弘行さん

　「労働者協同組合は「居住福祉」の推進母体

となってほしい」

　仕事がら出張が多いのですが、白宅に帰っ

てくると本当に枕を高くして眠ることができ

ます。阪神淡路大震災や、三宅島噴火報道に

見られるように、避難所からいつになったら

安住の地である自宅に移り住むことができる

かわからないことは、精神的に大変苦しいこ

とだと思います。このように自分の家で安心

して暮らせることが、全ての福祉政策の基本

であると思います。そうしたことから、今回

の分科会で居住環境の問題が取り上げられ

「居住福祉」について討議できたことは、大変

意義あることだと思います。

　今回の討議では、主として介護保険制度の

発足を受けた住宅改造に関する課題や、解決

方法について討議がなされました。討議を通

じて感じたことは、介護保険制度施行により、

福祉政策への民間企業の直接的関与が認めら

れた結果、自治体指導力の低下、住宅政策の

貧しさ、民間企業自身の社会的貢献思考不足

が露呈してきたことです。特に日本の住宅政

策が、私有財産として自宅を持たせる金融制

度を重視してきた結果、量的整備はできたも

のの、住宅を杜会財産として全く認識できな

い杜会風潮を醸成してしまったことは、みん

なで譲り合いながら地域全体で居住環境を整

えていく、といった居住福祉という考え方を

展開していく場合には、大変な制約になると

考えます。

　また、今回の討議では、住宅や道路等を含

めたハード整備や、在宅サービスの提供、あ

るいは人材育成等について討議されましたが、

もっと重要なのは、住民が自分の住む地域を、

良い地域にしていくという意識をもたせるこ

とであると思います。私は2年間ほど公立中学

校のPTA会長をしましたが、ほとんどの親が、

学校とPTA役員に頼り、自分の子供を地域の

財産としてきちんと育てる、という意識も協

力する意思も持っていませんでした。

　協同労働の本質は、地域の中でお互いの持

つ能力を有機的に組合せ、本当に地域に役立

つ活動をしていくことである、というお話が

あります。今後の活動でも、単に協同労働で

収益を上げることを検討するだけでなく、地

域での居住福祉のため、行政、企業、生活者

を含めた調整を行なえる推進母体となるには、

どういった対応を図っていくべきかについて

考えていただければと思います。

（新たに寄稿していただきました）
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川地素工さん

　午前中は第3分科会で話を聞き、午後第12分科

会に参加しました。「住」は市民、利用者が残念な

がら主体になれない、選ぷ時にしか選択権がない

のが現状。

木内和子さん（神奈川建股ユニオン）

　建設現場で施行に従事する職人、一人親方、小

事業主の労働組合です。仲問の仕事おこしで建設

労協を立ち上げる方向で取り組みをはじめてし、ま

すが。高齢化に対応する住宅改造といっても、本

当にし、ろし、ろな問題と課題があるということを感

じました。自分たちの技術、技能を地域の中で生

かしていくこと、町づくりに生かして行くには、

やはり他の同じ考えでいる人たち、グループとの

協力、共同も欠かせなし、ということも思し、ました。

今後も、機会があれば参加させて頂いて勉強して

ゆきたし、と思ってし、ます。

平松文子さん（愛知県高齢者就労箏業団）

　介護保険が導入されて色々と不都合があったり、

住宅改修がやりにくくなり、まだまだ施工主、施

工者共に満足とまでし、かなし、現状とのことでした。

わたしが働いている組織では、長い問仲問が協力、

協同して高齢者生活協同組合を作り法人化し、又

今年10月には軽度、障害者の自立をめざしたグル

ープホーム社会福祉法人平和会を設立しました。

これも長い問福祉をめざした活動があったからこ

そだと思います。お話のなかには1000万にも達

する改修などされたお話もあoました。私たちの

市では先生方がお話された制度（自治体も含め）

があるかどうか知識不足ですが、750人の働く団

員さん（色々な分野、大工さんあり、左官屋さん

あり、その他し、ろいろ）をかかえております。私

たちが要請して送り出したヘルパーさん、そして

働く団員の方々からのロコミで住宅の改修（大改

修でなく）、ほんの玄関の段差とか、スロープとか

の改修を頼まれてくるのですが、アドバイザー制

度もありませんし、したがって0Tも設計者もし、ま

せんので、立派なことは出来ませんが、小さな福

祉のお手伝し、からはじめて住宅改修問題（高齢者

のとって命でもあるべき）にも取り組んで行ける

のではと思っています。本日は良し、お話をどうも

ありがとうこざいました。

丸山克子さん（オフィス・K）

　第12分科会に参加させてし、ただきました。とて

も有益でした。介護保険導入以来の現場の混乱な

ど、各講師の指摘は参考になります（各省庁、目

治体、福祉の現場などなど）。

　高齢者とし、うものは、弱者、子供、障害者をお

った方々と同一視されてきたが、し、かがなものだ

ろうか。元気な老人のパーセンテージ、又元気な

老後の創出とし、う論点も今後は加えられてもよろ

しいのでは。

根岸康弘さん（（有）ネオプランニング）

　パネリストの方々の話は事例を中心としたもの

で、とても分り易し、ものであった。内容が深し、テ

ーマなので、各自の報告がもう少しあれぱよかっ

たのではなし、だろうか。また、住環境がテーマな

ので、建築士ばかりではなく、0T，PT、ケアマ

ネージャー、ヘルパー等色々な分野の方々から

色々な面からみたテーマにつし、ての意見、事例を

聞ければ良かった。

岩浅えり子さん（センター事業団）

「居住は福祉の拠点」という言葉の重みを感じた。

各報告は、現場の経験が見えてし、ました。しかし、

日本という国はほんまに人問が生活することへの

意識が低し、！！　ヘルパーを含めて、生活のコー

ディネイターとしての仲間づくりに一層はげもう

と思った。渡辺さんがおっしゃった「生活者」に

大賛成！！

　協同集会本当にこ苦労様でした。あっとし、う間

に1週問が過ぎてしまし、ました。私は12分科会に

参加。福祉事業を展開してし、く上で住宅問題は欠

かせません。現実にケアマネの所で住宅改修の相

談が増えています。いま大阪高齢協の「福祉住環

境コーディネーター3級」（組合員）が関わってや
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ってくれていますがおし、つきません。もっとコー

ディネートする人が必要なのでヘルパーに3級を取

ってもらおうと思ってし、ること。それと町づくo

の観点から住宅問題を考えたくて参加しました。

報告者が殆ど設計士でしたが、各々違う観点から

住宅問題を考えて活動してし、るので本当にわかり

やすかった。特に印象深し、のは「町田住まいの会」

これには大きなヒントを頂きました。ケアマネッ

ト枚方で提案しもう一つ大きなひろがりが作れそ

うです。私も来年は2級受ける決意をしました。今

回の協同集会は私にとって今までになし、実感が持

てました。実行委員の皆さんこ苦労様でした。

飯田修一さん（（株）現代建築研究所）

　大変興味深し、内容でした。行政を動かし、住民

のネットワークを作るとともに、モデル事業を作

って、社会に広報するのも良し、方法では。勿論こ

れは良いビジネスである必要があると思し、ます。
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